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①労働協約等の提出 
②就業規則の届出（常時１０人以上の船員を使用する船舶所有者の場合）  
③同一船舶所有者に属する 航海の態様が類似する船舶かつ、 船員の労働条件が同等

（注） 

③同 船舶所有者に属する 航海の態様が類似する船舶か 、  船員の労働条件が同等
の要件を満たす場合は、登録船舶間での船員の移動等に関し、クルーリスト等の提出も 
不要となります。  （船員法施行規則第２２条に基づく一括届出）  


